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新 潟 空 港 の 施 設 変 更 に 関 す る 公 聴 会

航 空 法 （ 昭 和 2 7 年 法 律 第 2 3 1 号 ） 第 5 5 条 の ２ 第

３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 3 9 条 第 ２ 項 の 規 定 に

よ り 公 聴 会 を 開 催 す る の で 、 航 空 法 施 行 規 則 （ 昭

和 2 7 年 運 輸 省 令 第 5 6 号 ） 第 8 1 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 公 示 す る 。

令 和 元 年 1 2月 ６ 日

国 土 交 通 大 臣 赤 羽 一 嘉

１ 事 案 の 内 容 令 和 元 年 国 土 交 通 省 告 示 第 8 9 3

号 に 係 る 新 潟 空 港 の 施 設 変 更 に つ い て

２ 日 時 令 和 ２ 年 １ 月 1 7日 1 4時 0 0分

３ 場 所 新 潟 市 中 央 公 民 館 新 潟 市 中 央 区 礎 町

通 ３ ノ 町 2 0 8 6

４ 主 宰 者 国 土 交 通 省 航 空 局 航 空 ネ ッ ト ワ ー ク

部 航 空 ネ ッ ト ワ ー ク 企 画 課 長 （ 同 課 長 が 出 席 で

き な い と き は 同 課 職 員 の う ち 係 長 以 上 の 職 に あ

る 者 ）

５ 公 述 の 申 出 公 述 し よ う と す る 利 害 関 係 人 は

、 下 記 事 項 に 留 意 の 上 、 公 述 申 込 書 及 び 公 述 書

各 ２ 部 を 令 和 元 年 1 2 月 2 0 日 1 7 時 ま で に 必 着 す る

よ う 、 郵 便 番 号 1 0 0 - 8 9 1 8 東 京 都 千 代 田 区 霞 が

関 ２ 丁 目 １ 番 ３ 号 国 土 交 通 省 航 空 局 航 空 ネ ッ

ト ワ ー ク 部 航 空 ネ ッ ト ワ ー ク 企 画 課 長 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。

記

⑴ 公 述 で き る 利 害 関 係 人 の 範 囲 航 空 法 施 行

規 則 第 8 0条 に 規 定 す る 者

⑵ 公 述 申 込 書 の 記 載 事 項 公 述 し よ う と す る

者 の 氏 名 、 住 所 、 職 業 、 年 齢 （ 法 人 に あ っ て

は 、 そ の 名 称 及 び 住 所 並 び に そ の 法 人 を 代 表

し て 公 述 す る 者 の 氏 名 、 職 名 及 び 年 齢 ） 及 び

事 案 に 対 す る 賛 否 並 び に 利 害 関 係 を 説 明 す る
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事 項

⑶ 公 述 書 の 記 載 事 項 公 述 し よ う と す る 者 の

氏 名 及 び 公 述 し よ う と す る 具 体 的 内 容

⑷ 公 述 書 の 内 容 が 事 案 の 範 囲 外 に あ る か 又 は

他 の 同 類 の も の が あ る と き は 、 公 述 を 申 し 込

ん だ 者 の 中 か ら 公 述 人 を 選 定 す る こ と が あ る 。

⑸ 議 事 の 整 理 上 必 要 で あ る と き は 、 公 述 時 間

を 制 限 す る こ と が あ る 。

⑹ 制 限 時 間 、 公 聴 会 当 日 の 受 付 時 間 及 び 場 所

そ の 他 必 要 な 事 項 は 、 公 述 を 申 し 込 ん だ 者 に

直 接 通 知 す る 。

６ 傍 聴 傍 聴 人 の 人 数 は 1 0 0 人 以 内 と し 、 受 付

順 に 選 定 す る 。 な お 、 受 付 は 公 聴 会 当 日 1 3時 0 0

分 か ら 新 潟 市 中 央 公 民 館 で 行 い 、 傍 聴 券 を 交 付

す る 。


